
 

 

教 育 警 察 委 員 会  の   概  要（  教 育 ）  

 

 
開 催 年 月 日 令和７ 年１ ２ 月１ ５ 日 開 会 、 閉 会 時 間 

 
１ ３ 時１ ０ 分から  

 
１ ４ 時３ ２ 分ま で 

 

 
委 員 の 出 欠 

 

出席： 今井( 政) 委員長、 森( 治) 副委員長 

伊藤( 正) 委員、 村下委員、 伊藤( 秀) 委員、 加藤委員、 水野( 吉) 委員、  
今井( 瑠) 委員 

欠席： なし  

（ 付託案件の可否）  

（ 予   算） 議第１ １ ９ 号 令和７ 年度岐阜県一般会計補正予算のう ち歳出予算補正中教育警察委員会 

関係                            （ 可決） 

       議第１ ５ ７ 号 令和７ 年度岐阜県一般会計補正予算のう ち歳出予算補正中教育警察委員会 

関係                            （ 可決） 

（ 条例その他） 議第１ ３ ７ 号 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する 特別措置法等の一部を

改正する 法律の施行に伴う 関係条例の整備に関する 条例について （ 可決）  

（ 請   願） 請願第３ ８ 号 教員未配置･免許外授業の解消、 保護者負担の軽減、 教育条件の改善を！ 

2025 年度すべての子ど も たちにゆき と ど いた教育を 求める 請願 （ 不採択）  

（ 質疑の内容）  

 
発 言 者 

 

 
発     言     内     容 

 

【 １ ２ 月補正予算】  

水野( 吉) 委員  非課税世帯の公立高校等の生徒へ奨学給付金を ９ 千円加算する と ある が、 私立高校の加

算額である １ 万円と 差がある のはなぜか。  

教育財務課長 単価の算定に用いる 子供の学習費調査において、 私立学校と 公立学校と で負担額に差が

ある ためである 。  

水野( 吉) 委員 ９ 千円の内訳を 教えてほし い。  

教育財務課長 文部科学省が令和３ 年度に実施し た子供の学習費調査のう ち、 教科書費・ 教科書以外の

図書費、 学用品費、 実験実習材料費、 教科外活動費の合計額が約９ 万２ 千円であり 、 こ れ

に令和３ 年度から の岐阜市の消費者物価指数の上昇率（ 9. 3％） を 掛けて算出し たも の。  

【 条例その他】 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する 特別措置法等の一部を 改正する 法律

の施行に伴う 関係条例の整備に関する 条例について 

 （ 質疑なし ）  

【 請願】 教員未配置･免許外授業の解消、 保護者負担の軽減、 教育条件の改善を ！2025 年度すべての子ど

も たちにゆき と ど いた教育を 求める 請願 

 ※伊藤( 秀) 委員よ り 不採択と すべき 発言があり 、 採決の結果、 不採択と すべき も のと さ れ

た。  
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【 報告】 損害賠償の額を定める こ と について 

村 下 委 員 ２ 件の損害賠償事案は、 いずれも 学校で発生し たのか。 ま た、 警察には報告し たのか。  

教育管理課長 いずれも 学校内で発生し ており 、 警察には報告し ていない。  

村 下 委 員 警察へ報告し なく ても 保険金は支払われる のか。  

教育管理課長 公務中の事故であり 、 県に責任がある ため、 保険ではなく 県が賠償金を支払った。  

加 藤 委 員 加納高校で発生し た事案について、 移動式防球ネッ ト が突風によ り 移動し たと のこ と だ

が、 複数ある 防球ネッ ト のう ち、 移動し たのは１ つだけか。  

教育財務課長 そのと おり であ る 。  

加 藤 委 員 中津川工業高校で発生し た事案について、 自動車の交通事故のよ う な賠償金額だが、 自

動車に衝突し たラ ジコ ンカーの大き さ はど れく ら いか。  

教育管理課長 車幅 28cm、 全長 45 ㎝、 車高 22 ㎝、 重さ は 2. 2 ㎏である 。 走行中のラ ジコ ンカーがマン

ホールで跳ね上がり 、 車両と 接触し たも のである 。  

【 陳情】 公立学校における ハラ ル給食導入に反対する 陳情 

加 藤 委 員 岐阜県でハラ ル給食を 提供し ている 学校はある か。  

体育健康課長 県内では提供し ていない。  

【 陳情】 教育に関する 陳情について 

 （ 意見なし ）  

【 その他報告】 異学年集団によ る 学び合いについて 

今井( 瑠) 委員 県内各小・ 中・ 義務教育学校に実施し たアン ケート のう ち、 学習活動で取り 組みたい教

科に関する 設問について、 125 校の回答が「 その他」 と し てま と めら れている が、 ど のよ う

な回答であったのか。  

義務教育課長 「 その他」 のう ち最も 多かっ た回答は、 総合的な学習の時間である 。 こ のほか、 音楽や

体育など があっ た。  

今井( 瑠) 委員 異学年集団によ る 学び合いに取り 組むにあたり 、学校はど のよ う な不安を 抱いている か。 

義務教育課長 異学年集団によ る 学び合いに取り 組む際の課題と し て、 教職員の負担が増える こ と 、 指

導の経験がないため専門家の指導・ 助言がほし いと いう 回答があっ た。  

今井( 瑠) 委員 専門家の指導について、 具体的な案はある か。  

義務教育課長 詳細は市町村教育委員会が決定する も のだが、 例えば、 大学等で教育学を 専門にし てい

る 方や、 異学年の活動を 行っ たこ と のある 教員Ｏ Ｂ を 想定し ている 。  

今井( 瑠) 委員 異学年集団によ る 学び合いに関する オンラ イ ン講座や説明会が必要だと 思う （ 意見）。  

加 藤 委 員 各学校へ実施し たアン ケート は、 ど のよ う な役職の方が回答し ている のか。  

義務教育課長 アンケート は学校に対し て実施し ている ため、 最終的な回答者は校長である 。  
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加 藤 委 員 挑戦し てみたいと 回答する 学校がある 一方で、 そのための専門家の助言がほし いなど 、

回答に矛盾がある と 感じ た。  

義務教育総括監  現行の学習指導要領では、 主体的・ 対話的で深い学びがキーワ ード になっ ている 。 各学

校では、 同学年の教え合い活動は活発に行われている も のの、 異なる 学年同士でど う 教え

合う かについては経験が少なく 、 不安があ る と 思う 。  

加 藤 委 員 こ の取組の主な対象は中大規模校になる と 思う 。 そのし わ寄せと し て、 小規模校の教員

が少なく なる と いう こ と のないよ う にし てほし い。 過去に大き な教育改革の一つと し て行

われた、 いわゆる 「 ゆと り 教育」 の結果には疑問がある 。 異学年集団によ る 学び合いにつ

いて、 歴然と し たエビ デンス がなく 、 やり 直し ができ ない子ど も たちの学校生活のこ と を

思う と 、 効果が保障さ れた状態で取り 組むべき だと 思う が、 ど う 考えている か。  

義務教育課長 文部科学省から 発出さ れている 生徒指導提要では、 積極的に異年齢交流に取り 組むこ と

で、 いじ めや不登校、 暴力行為が大き く 減ったと いう 報告はある 。  

加 藤 委 員 こ の取組を 推進し よ う と し ている ために、 バイ アス がかかっ て良い話を 取り 入れている

のだと 思う 。 いわゆる 「 ゆと り 教育」 を 導入し た当時も 、 それを 良い取組だと 思っ て取り

入れた。 そう いっ た報告がある だけで、 必ずし も それが良い取組である 訳ではないと 思う 。

様々な状況をし っ かり と 見て、 本当にそれを 突き 進めて良いのか、 慎重に判断し てほし い。

子ど も たちは学校生活を やり 直せない。 自分達がやり たいから やる のではなく 、 子ど も た

ちのためになる 取組であ る から 、 やら なければいけないと いう 確信と 自信を 持ってやっ て

ほし い（ 要望）。  

水野( 吉) 委員 こ の取組は、 年間を 通し て行う も のなのか。  

義務教育課長 ま ずは学校の負担のない範囲で行いたいため、 年間で 10 時間程度から 始めたい。  

水野( 吉) 委員 中大規模校から 取り 組むのか。  

義務教育課長 今の時点では、 学校規模で取組の有無を 判断する こ と は想定し ていない。 市町村教育委

員会から 提出さ れる 計画等によ り 、 考えていき たい。  

水野( 吉) 委員 アン ケート の調査結果を 見る と 、 異学年集団によ る 活動は、 新たに学習の分野で取り 入

れる のではなく 、 遊びや掃除、 地域活動と いっ た、 既に取り 組んでいる 分野における 活動

を 広げていく べき だと 思う が、 ど う 考える か。  

義務教育課長 教科学習における 異学年集団によ る 学び合いはこ れま でほと んど 行われていなかっ たた

め、 学校がど う 取り 組めばいいか分から ず、 それが調査結果に影響し ている も のと 分析し

ている 。  

水野( 吉) 委員 学校によ っ てニーズも それぞれある と 思う ので、 一度、 モデル的に取り 組むのも 良いと

考える （ 意見）。  

伊藤( 正) 委員 県の取組方法について、 市町村教育委員会の手挙げ方式で支援する 方針は変わっていな

いか。 ま た、 想定し ている 実施校数を 教えてほし い。 想定よ り 市町村教育委員会から の希

望が多い場合、 希望し ても 支援対象になら ないこ と はある のか。  

義務教育課長 支援対象は、 県内で３ ～５ 校程度を 想定し ている 。 場合によ っ ては支援対象になら ない

学校も ある が、モデル校における 取組の成果と 課題を 他の市町村へ共有する よ う 努めたい。 

伊藤( 正) 委員 あく ま でモデル事業と し て始める こ と は理解し た。  

全国で、 ５ 教科において異学年集団によ る 学び合いを 行っている 事例はある か。  
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義務教育課長 前例はある が、 数は少ない。  

伊藤( 正) 委員 今議会の答弁において、 こ の事業は、 知事の思いと し て新年度予算の重点項目に入っ て

いた。 知事は、 政治的中立性の重要性を 承知し ている と 言っ ていたが、 今後こ の事業を 進

める にあたり 、あく ま で市町村教育委員会の判断で取り 組むと いう こ と は守っ てほし い（ 要

望）。  

伊藤( 秀) 委員 学びではなく 、 ボラ ン ティ アなど 人間力を 磨く よ う な分野の中で取り 組む方が良いと 思

う （ 意見）。  

加 藤 委 員 全国の私立学校で取り 組んでいる と こ ろはある のか。  

義務教育総括監  把握し ている 限り では２ 校で取り 組んでいる 。  

【 その他報告】 県立学校の生徒が使用する タ ブレ ッ ト 端末について 

今井( 瑠) 委員 貸与を 希望する 場合、 毎年希望を出すのか、 入学時に３ 年間の貸与を 希望する のか。  

教育財務課長 入学者説明会において希望を伺い、 希望のある 期間で貸与する 。  

今井( 瑠) 委員 入学者説明会よ り 早い時期に詳細の説明を 行う 予定はある か。  

教育財務課長 本委員会終了後、 なる べく 早い時期に、 持込みでき る タ ブレ ッ ト の最低ス ペッ ク や、 EC

サイ ト で購入でき る 端末についてホーム ページで周知する と と も に、 中学校を 通じ て、 保

護者の方へ案内する 予定である 。 その際は、 学校生活等における 端末の活用事例も 合わせ

てお知ら せする こ と を 考えている 。  

加 藤 委 員 現在の高校３ 年生が使用し ている 端末は、 あと 何年使用でき る のか。  

教育財務課長 耐用年数が４ 年である のに対し 、 現時点で６ 年使用し ている 。 使用でき ないこ と はない

が、 今後、 故障が増える こ と を 懸念し ている 。  

加 藤 委 員 現在の高校生が使用し ている 端末は、 返却さ れた後ど う する のか。  

教育財務課長 時期は未定だが、 県の備品である ため処分する 。 その際は、 売却など 、 少し でも 収入に

なる よ う な方法を 考えている 。  

加 藤 委 員 処分する ま での間は、 ど こ に保管する のか。  

教育財務課長 当分の間は、 各学校で保管する 。  

加 藤 委 員 使用可能な端末が学校に相当数ある なら ば、 それを 使用すればいいのではないか。 型落

ちの端末でいつ故障する か分から ないが、 それでも 希望する 生徒には、 低所得者世帯等に

限ら ず、 学校にある 端末を 使用し ても ら えばいいのではないか。  

副 教 育 長 現在のタ ブレ ッ ト 端末は、 導入から 既に６ 年経過し 、 古い機種であ り 、 こ れま で全て県

が貸与する と いう 原則を 、 今後、 基本的に個人で負担し ていただく こ と にし た。 その中で、

低所得者世帯など 、 個人で端末を 準備する こ と が難し い方には、 県が貸与する こ と を 想定

し ている 。 現在高校３ 年生が使用し ている 端末は古く て故障の可能性があり 、 その端末を

今後も 貸与する かは未定である 。 委員ご指摘のと おり 、 台数と し ては確かに相当数ある が、

こ れま での全て県が貸与する と いう 原則を 変えない場合、 いずれ故障台数が上回っ てし ま

う ため、 今後は、 個人で準備し ていただく こ と を 前提と し て、 可能な限り ご 迷惑を お掛け

し ないよ う な運用を 考えている 。  
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加 藤 委 員 補正予算によ り 、 物価高騰対策と し て家庭の負担軽減を 図る 一方で、 その数倍の金額の

負担を お願いする のは矛盾を 感じ る 。 端末がある なら 、 低所得者世帯等を 最優先にし つつ

も 、 所得等に関係なく 、 希望する 家庭には故障する ま で端末を 使用でき る よ う にし ていい

と 思う （ 意見）。  

水野( 吉) 委員 端末を 使用する 際の通信費は誰が負担する のか。  

教育財務課長 学校で使用する 場合は県が負担する が、 学校外で使用する 場合は自己負担と なる 。  

【 その他】  

村 下 委 員 今議会の、 県立高校における 給食の提供に関する 一般質問において、 市町から 要望があ

れば費用負担も 含めて検討を 重ねてま いり たいと いう 答弁であっ たが、 市町から の要望が

無ければそのま ま なのか。  

教 育 長 県立高校が所在する 市町から 申し 出があっ た場合にど う する か、 と いう 質問であっ たた

め、 そう し た提案があれば、 その提案に基づいて協議を 行う 。 答弁では触れなかっ たが、

生徒がど れく ら い給食を 希望する のかも 大き な論点である 。 ま た、 給食の提供は学校給食

法の下で行わなければなら ず、 学校環境設備費や配膳等に係る 費用も 生じ る 。 他県では、

地元の市町村がそう し た費用を 負担し ている 例も あ る ため、 仮に市町から 申し 出があっ た

場合は、 費用負担も 含めて協議を 重ねたいと 答弁さ せていただいた。 市町から の温かい申

し 出を 決し て拒むも のではなく 、 生徒のためになる のであれば、 お互いの合意があれば前

向き に協議をし ていき たい。  

村 下 委 員 一部の高校でのみ給食を 提供する 場合、 平等性が懸念さ れる 。  

教 育 長 あく ま でも 、 今回は市町から の申し 出があ っ た場合に協議を 行う と いう こ と であり 、 市

町から 申し 出がある 高校に限る 。 一般質問で取り 上げら れた海津市については、 市内から

海津明誠高校に通う 生徒が 15％し かいない状況を 踏ま える と 、 海津市民以外の生徒のこ と

も 含めて協議を 進める こ と になる 。 なお、 給食提供の申し 出のない市町に対し て負担を 求

める のは本筋ではないため、 申し 出がない場合は、 こ れま で通り 、 パン 販売など 、 従来の

方法も 含めて引き 続き 検討し ていき たい。  
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